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５５．０３ 

音商標の願書への記載（文字にて商標を表す場合）について 

 

１．商第３条第１項柱書 

自然音、動物の鳴き声、電子音等のような、五線譜では表現不可能又は困難な

音からなる音商標を文字にて表す場合は、音の種類及び音の長さ（時間）を、願

書の商標登録を受けようとする商標を記載する欄（以下「商標記載欄」という。）

に記載しなければならない。商標記載欄にこれらの事項が記載されていない場

合は、音商標として認められないため、商第３条第１項柱書の要件を満たさない。 

 

（１）音の種類が記載されていない場合 

音の種類については、擬音語又は擬態語と組み合わせる等の方法により特定

して記載しなければならず（商標審査基準第１ 第３条第１項 二、第３条第

１項柱書 １０．(２)(ｲ)①）、商標記載欄に擬音語又は擬態語のみが記載され、

音の種類が記載されていない場合は、音商標として認められないため、商第３

条第１項柱書の要件を満たさない。 

例えば、願書に記載された商標が「本商標は、キイーンという音が聞こえる

構成となっており、全体として約２秒間の長さである。」という場合は、「キイ

ーンという音」について、音の種類が記載されておらず、当該音が具体的にど

のような音（例：機械が動く音、人の声の音、電子音）であるのかを把握する

ことができないため、商第３条第１項柱書の要件を満たさない。 

 

（２）商標記載欄に音楽的要素が文字で記載されている場合 

商標記載欄に、明らかに音楽的要素を認識させるものが文字で記載されてい

るにもかかわらず、その音を構成するための要素（音の高さ、リズム、テンポ

等）が明記されていない場合は、音を構成するための十分な記載がなされてい

ないため、このような記載を含む音商標は、商第３条第１項柱書の要件を満た

さない。 

例えば、願書に記載された商標が「男性が●●と読み上げた後に、ピアノの

音が２秒間流れ」という場合は、「ピアノの音」は明らかに音楽的要素を認識

させるにもかかわらず、音を構成するための十分な記載がなされていないため、

商第３条第１項柱書の要件を満たさない。なお、このときに、「ピアノの音」

の具体的な音を収録した経済産業省令で定める物件（以下「音声ファイル」と

いう。）を提出し、商標の詳細な説明（以下「詳細な説明」という。）に「ピア



５５．０３ 

- 2 - 
（平成３０．４ 改訂） 

ノの音」の具体的内容を記載したとしても、商第３条第１項柱書の要件を満た

さない。音声ファイル及び詳細な説明は、商標登録を受けようとする音を構成

するために必要な事項が商標記載欄に記載されていると認められる場合、すな

わち、商標登録を受けようとする商標足り得た場合に、文字では厳密に表すこ

とができない要素や、商標記載欄への記載が任意となっている事項を特定する

にとどまるものであって、商標登録を受けようとする音（「ピアノの音」の具

体的内容）を特定できるものではない。 

一方、商標記載欄に音楽的要素の具体的内容が文字で記載されている場合は、

それが商標登録を受けようとする音を特定できるもの（例：テンポ○×、○分

の×拍子で、○×調により、１小節目の１拍目には○の音があり…）であれば、

商第３条第１項柱書の要件を満たすものとする。 

 

（３）願書に記載した商標に音商標の構成要素ではないものが記載されている

場合 

商標審査基準 1では、楽曲のタイトルや作曲者名等の音商標の構成要素では

ないものを商標記載欄に記載した場合には、音商標とは認められず、商第３条

第１項柱書の要件を満たさないものとしている。 

音商標の構成要素ではないものとしては、楽曲のタイトルや作曲者名以外に

も、例えば、願書に記載された商標が「本商標は、全国的にも有名な猫である

●●（猫の名前）の『ニャーニャー』という鳴き声が聞こえる構成となってお

り、全体で３秒間の長さである。」という場合における「全国的にも有名な」

という記載や「●●（猫の名前）」という記載がある。これらは、音商標を構

成する音そのものを説明したものではなく、音商標の構成要素とは認められな

いため、このような音商標は商第３条第１項柱書の要件を満たさない。 

ただし、これらの文字を削除することは、要旨の変更ではないものとする。 

 

２．商第５条第５項 

（１） 音声ファイルに収録されている音が、商標記載欄に記載されている音と

一致しない場合 

商標記載欄に記載されている音の要素（音の種類、音の長さ（時間）等）と、

音声ファイルに収録されている音の要素が一致しない場合は、願書に記載され

た商標の構成及び態様と音声ファイルの構成及び態様が一致しないため、その

商標登録出願は、商第５条第５項の要件を満たさない。商標記載欄に記載され

ている言語的要素と、音声ファイルに収録されている言語的要素が一致しない

場合も同様である。  

                                                   
1 「商標審査基準第１ 二、第３条第１項柱書 10．(1) (ｱ)」参照 
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また、商標記載欄には、音楽的要素を認識させる記載がないにもかかわらず、

音声ファイルに収録されている音については音の高さが把握され、音楽的要素

を認識させる場合も、願書に記載された商標の構成及び態様と音声ファイルの

構成及び態様が一致しないため、その商標登録出願は、商第５条第５項の要件

を満たさない（商標審査便覧５５．０２の２．（参考）参照）。 

 

（２）音商標の構成要素でない文字が商標の詳細な説明に記載されている場合 

音商標の構成要素でないものを詳細な説明に記載した場合は、詳細な説明が

音商標を特定するものと認められないため、その商標登録出願は、商第５条第

５項の要件を満たさない。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 
○「第３条第１項柱書」の審査基準 

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf

